




要約:N 市においては1才 6ヵ月児健康診査に、昭和 63 年 4 月より心理相談員をくわえて、

スクリーニング場面で観察を行い、問題を持ったケースに心理指導を開始した。しかし問

題が複雑化し多様化する中で、これだけでは補いきれないことも事実である。そこで母子

関係の修復や育児姿勢の改善の必要なケースには、平成元年 10 月より心理相談を開始し

た。46 人の来所があり、問題行動は児に本質的な問題がある場合と、母親の関わりが不

適切な場合とに分けられた。前者の場合は、専門機関や福祉ルートにつなげていく必要が

あり、後者の場合は母親の不安を受けとめながら、具体的なアドバイスや一緒に遊ぶ楽し

さを経験させることにより、行動の改善をみてきた。


